
監査結果に関する措置状況報告書

令和３年度包括外部監査（市有不動産の有効利用について）

所　管　所　属：教育委員会事務局

通知を受けた日：令和４年４月28日

監査結果

№
所管所属 頁数 指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類

措置日
（予定日）

意見10
教育委員
会事務局

78

教育委員会事務局及び市民局は、未利用地No.1075‐2「もと浪速青少
年会館（武道館）」及び未利用地No. 1957「もと大阪人権博物館」の
売却にあたり、これら未利用地を一体的に売却するだけでなく、未利
用地No.1075‐1「もと浪速青少年会館（武道館）」も含めて一体的な
売却を検討されたい。

未利用地No.1075‐2「もと浪速青少年会館（武道館）」及び未利用地
No. 1957「もと大阪人権博物館」を一体的売却するにあたり、未利用
地No.1075‐1「もと浪速青少年会館（武道館）」も含めて一体的な売
却を検討する。

見解 ―


